
一般社団法人日本デフ陸上競技協会 

財産管理規程 

 

第 1条〔目的〕  

本規程、一般社団法人日本デフ陸上競技協会(以下「本協会」という) の財産管理及び運

用について必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第 2条〔管理責任者〕 

本協会の財務委員会の委員長が財産運用責任者となり、財産の運用・管理に当たる。  

2 会長又は理事長は財産運用責任者を監督し、必要に応じて報告を求め適切な指示をしな

ければならない。  

3 日常の管理について、財務委員会の委員長は財産運用担当者を任命し、財産運用担当者

は財産運用を実行することができる。ただし、財産の運用については財産運用責任者であ

る財務委員会の委員長が判断し決定するものとし、財産運用担当者はその結果について随

時報告しなければならない。 

 

第 3条 〔財産の管理方式〕 

財産のうち、現金は手許金及び銀行の預金等の形で、設備及び備品は事務所において善良

な財産運用担当者の注意をもって、それぞれ維持及び管理する。 

 

第 4条〔財産の処分〕  

財産の一部を処分しようとするとき及び財産から除外しようとするときは、あらかじめ理

事会の承認を受けなければならない。 

 

第 5条 〔改廃〕 

本規程の改廃は、理事会議決に基づきこれを行うものとする。 

 

第６条 〔施行〕 

本規程は、令和 2年 10月 1日から施行する。 


